
 

公立大学法人青森公立大学職員の給与の臨時特例に関する規程 

 

平成２５年９月３０日 

規程第２号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成二十四

年法律第二号）に基づく国家公務員の給与減額支給措置に照らし、公立大学法人青森

公立大学（以下「法人」という。）に勤務する職員（就業規則第２条第１項に規定す

る職員（学芸員及び技術員を除く。）をいう。以下同じ。）の給与の支給額を減額す

るため、公立大学法人青森公立大学職員給与規程（平成２１年４月１日規程第６７号。

以下「給与規程」という。）等の特例を定めるものとする。 

 

（給与規程の特例） 

第２条 平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例期間」

という。）においては、給与規程第４条第１項各号に掲げる給料表の適用を受ける職

員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適

用される次の表の上欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じ

それぞれ同表の下欄に定める割合（以下「支給減額率」という。）を乗じて得た額に

相当する額を減ずる。 

 

給料表 職務の級 割合 

事務職員給料表 

２級以下 １００分の４．７７ 

３級から５級まで １００分の７．７７ 

６級以上 １００分の９．７７ 

教員職員給料表 
１級から２級まで １００分の７．７７ 

３級 １００分の９．７７ 

 

２ 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支

給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額

を減ずる。 

一 管理職手当 職員の管理職手当の月額に１００分の１０を乗じて得た額（給与規

程第４条第１項第２号に掲げる給料表の適用を受ける職員を除く） 

二 地域手当 職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗

じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に１００分の１０を

乗じて得た額 



 

三 給与規程第２８条第１項から第５項までの規定により支給される給与 職員に適

用される次のイからニまでに掲げる規定の区分に応じ、当該イからニまでに定める

額 

イ 給与規程第２８条第１項 前項及び前２号に定める額 

ロ 給与規程第２８条第２項又は第３項 前項及び前号に定める額に１００分の８

０を乗じて得た額 

ハ 給与規程第２８条第４項 前項及び前号に定める額に１００分の６０を乗じて

得た額 

ニ 給与規程第２８条第５項 前項及び前号に定める額に、同条第５項の規定によ

り職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 

３ 特例期間においては、給与規程第１６条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、

同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時

間に５２を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相

当する額を減じた額とし、給与規程第１７条から第１９条までに規定する勤務１時

間当たりの給与額は、給与規程第２０条の規定にかかわらず、同条の規定により算

出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当額

との合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものか

ら給与規程第２０条の規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の

支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。 

 

（公立大学法人青森公立大学職員の介護休暇等に関する規程の特例） 

第３条 特例期間においては、公立大学法人青森公立大学職員の介護休暇等に関する規

程（平成２１年規程５０号）第８条の規定の適用については、同項中「給料の月額及

びこれに対する地域手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務

時間に５２を乗じたもので除して得た額」とあるのは、「公立大学法人青森公立大学

職員の給与の臨時特例に関する規程（平成２５年規程第２号）第２条第３項の規定に

より給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１

週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を

乗じて得た額に相当する額」とする。 

 

（公立大学法人青森公立大学職員の育児休業等に関する細則の特例） 

第４条 特例期間においては、公立大学法人青森公立大学職員の育児休業等に関する細

則（平成２１年規程第４９号）第２０条の規定の適用については、同条中「給料の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの

勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額」とあるのは、「公立大学法人青森公立



 

大学職員の給与の臨時特例に関する規程（平成２５年規程第２号）第２条第３項の規

定により給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額

を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額

率を乗じて得た額に相当する額」とする。 

 

（端数計算） 

第５条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する

場合において、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２５年１０月１日から施行する。 

 （公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部改正） 

２ 附則第１２項中「第８条に規定する職にある職員（理事長が定めるものを除く。以

下「管理職員」という。）の」の下に「平成２５年９月３０日まで及び平成２６年４

月１日から」を加える。 

 （失効） 

３ この規程は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。 


